様式第１号（第５条関係）

年　　月　　日

　大田市長　様

	申請者 住所(所在地）
	

	団体等の名称
	

	代表者職氏名
	

	電話番号
	



大田市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付申請書

　大田市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付要綱第５条の規定に基づき、以下のとおり申請します。なお、以下に記載した事項については事実と相違ありません。
	補助対象
事業場
	住所又は所在地
	〒

	
	名称
	

	県補助金
	県補助金の名称
※いずれかに☑
	□島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
□島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

	
	交付額確定通知書の番号及び日付
	指令　　第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

	
	県補助金の確定額
	円

	
	県補助金の補助率
※いずれかに☑
	□１／２以内
□２／３以内

	
	県補助金の対象経費
	円

	
	事業実施期間
	　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	市補助金
	申請額
	円



【同意事項（□にチェックをつけること）】
　□　市が市税等の納付状況の確認を行うことについて同意します。
　※個人事業主の場合は、市税納税状況の確認のため、住民票上の住所を記載してください。
	住所
	



【振込先情報】
	金融機関コード
	
	
	
	
	
	店舗コード
	
	
	
	

	銀行　金庫　組合　
	本店　支店　出張所　

	預金種別
	□ 普通　　　□ 当座　　　□その他（　　　　　　　　　　）

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	※ 口座番号は右詰めで記入してください。

	フリガナ
	

	口座名義
	




（裏面）

　私は、「大田市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金」（以下「補助金」という）の交付申請をするにあたり、以下の内容について誓約します。
　補助金支払後、申請内容や補助事業の実施内容に虚偽や不正等が発覚した場合は、補助金を返還します。
	No
	誓約項目

	１
	申請に際しては、補助金申請の手引きをよく読み、制度の趣旨や手続き内容を理解しました。

	２
	市長の指名する者が、「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」又は「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の事務局等に対し、補助事業の状況等といった申請者情報の確認をとることに同意します。

	３
	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を現在実施しておりません。また、補助事業で実施しておりません。

	４
	大田市暴力団排除条例(平成24年条例第１号)第２条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。

	５
	補助金の収支に関する帳簿、領収書等関係書類等を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管します。

	６
	補助金に関し、大田市から調査・検査・報告等の求めがあった場合は、速やかにかつ誠実にこれに応じます。

	７
	補助金交付要綱及びその他関係法令に規定される事項を遵守します。

	８
	提出書類の内容に虚偽はなく、その他不正な手段による申請ではありません。また、「補助金受給後の虚偽・不正」、「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金又は島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを受けた場合」等、交付決定の取消事由に該当した時は、大田市に対して補助金を返還します。



【署名欄】
　
	法人名・屋号等
	

	
代表者の職・氏名
	





	
